
令
和
五
年
六
月
二
日（
金
曜
日
）

午
後
零
時
五
十
分
開
議

出
席
委
員

委
員
長

橋
本

岳
君

理
事

今
枝
宗
一
郎
君

理
事

坂
本

哲
志
君

理
事

田
中

英
之
君

理
事

谷
川

弥
一
君

理
事

坂
本
祐
之
輔
君

理
事

湯
原

俊
二
君

理
事

中
司

宏
君

理
事

中
川

宏
昌
君

東

国
幹
君

井
原

巧
君

石
田

真
敏
君

今
村

雅
弘
君

大
野
敬
太
郎
君

小
寺

裕
雄
君

小
森

卓
郎
君

鈴
木

隼
人
君

谷
川

と
む
君

土
屋

品
子
君

中
川

郁
子
君

中
曽
根
康
隆
君

牧
島
か
れ
ん
君

宮
路

拓
馬
君

山
口

晋
君

渡
辺

孝
一
君

岡
本
あ
き
子
君

佐
藤

公
治
君

堤

か
な
め
君

福
田

昭
夫
君

緑
川

貴
士
君

森
田

俊
和
君

住
吉

寛
紀
君

堀
場

幸
子
君

輿
水

恵
一
君

鰐
淵

洋
子
君

西
岡

秀
子
君

高
橋
千
鶴
子
君

国
務
大
臣

（
地
方
創
生
担
当
）

岡
田

�
樹
君

内
閣
府
副
大
臣

和
田

義
明
君

内
閣
府
大
臣
政
務
官

自
見
は
な
こ
君

衆
議
院
調
査
局
地
域
活
性
化
・

こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会

形
成
に
関
す
る
特
別
調
査
室
長

阿
部

哲
也
君

委
員
の
異
動

六
月
二
日

辞
任

補
欠
選
任

保
岡

宏
武
君

東

国
幹
君

末
次

精
一
君

岡
本
あ
き
子
君

同
日辞

任

補
欠
選
任

東

国
幹
君

山
口

晋
君

岡
本
あ
き
子
君

佐
藤

公
治
君

同
日辞

任

補
欠
選
任

山
口

晋
君

保
岡

宏
武
君

佐
藤

公
治
君

末
次

精
一
君

同
日理

事
中
司
宏
君
五
月
二
十
三
日
委
員
辞
任
に
つ
き
、
そ

の
補
欠
と
し
て
中
司
宏
君
が
理
事
に
当
選
し
た
。

六
月
一
日

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の

推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案（
内
閣
提
出
第
四
四
号
）（
参
議
院
送
付
）

五
月
二
十
九
日

健
康
保
険
証
を
廃
止
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
請
願（
吉

田
統
彦
君
紹
介
）（
第
一
二
四
三
号
）

同（
小
宮
山
泰
子
君
紹
介
）（
第
一
二
五
九
号
）

同（
赤
嶺
政
賢
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
一
号
）

同（
笠
井
亮
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
二
号
）

同（
鎌
田
さ
ゆ
り
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
三
号
）

同（
神
田
憲
次
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
四
号
）

同（
穀
田
恵
二
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
五
号
）

同（
志
位
和
夫
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
六
号
）

同（
塩
川
鉄
也
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
七
号
）

同（
田
村
貴
昭
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
八
号
）

同（
高
橋
千
鶴
子
君
紹
介
）（
第
一
四
〇
九
号
）

同（
長
妻
昭
君
紹
介
）（
第
一
四
一
〇
号
）

同（
馬
淵
澄
夫
君
紹
介
）（
第
一
四
一
一
号
）

同（
宮
本
岳
志
君
紹
介
）（
第
一
四
一
二
号
）

同（
宮
本
徹
君
紹
介
）（
第
一
四
一
三
号
）

同（
本
村
伸
子
君
紹
介
）（
第
一
四
一
四
号
）

同（
笠
浩
史
君
紹
介
）（
第
一
四
一
五
号
）

子
供
の
た
め
の
予
算
を
大
幅
に
増
や
し
、
保
育
士
の
増

員
な
ど
、
保
育
・
学
童
保
育
制
度
の
抜
本
的
改
善
を
求

め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
宮
本
岳
志
君
紹
介
）（
第
一

四
〇
〇
号
）

は
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

理
事
の
補
欠
選
任

連
合
審
査
会
開
会
に
関
す
る
件

政
府
参
考
人
出
頭
要
求
に
関
す
る
件

参
考
人
出
頭
要
求
に
関
す
る
件

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の

推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案（
内
閣
提
出
第
四
四
号
）（
参
議
院
送
付
）

○
橋
本
委
員
長

こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

こ
の
際
、
理
事
補
欠
選
任
の
件
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た

し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
伴
い
、
現
在
理
事
が
一
名
欠
員
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
補
欠
選
任
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
例

に
よ
り
、
委
員
長
に
お
い
て
指
名
す
る
に
御
異
議
あ
り
ま

せ
ん
か
。〔「

異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
橋
本
委
員
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
理
事
に
中
司
宏
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

○
橋
本
委
員
長

次
に
、
連
合
審
査
会
開
会
に
関
す
る
件

に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
の

総
合
的
な
対
策
に
関
す
る
件
、
特
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

等
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
委
員
会
か
ら
連
合
審
査
会
開
会

の
申
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
受
諾
す
る
に
御

異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
橋
本
委
員
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
連
合
審
査
会
に
お
い
て
、
政
府
参
考
人
及
び
参

考
人
か
ら
説
明
又
は
意
見
を
聴
取
す
る
必
要
が
生
じ
ま
し

た
場
合
に
は
、
出
席
を
求
め
、
説
明
等
を
聴
取
す
る
こ
と

と
し
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
長
に
御
一

任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

（
第
二
類

第
八
号
）

（
二
九
八
）

第
二
百
十
一
回
国
会

衆

議

院

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録

第
十
三
号

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日
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○
橋
本
委
員
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
連
合
審
査
会
は
、
本
日
午
後
一
時
か
ら
第
一

委
員
室
に
お
い
て
開
会
い
た
し
ま
す
の
で
、
御
了
承
願
い

ま
す
。

こ
の
際
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

午
後
零
時
五
十
一
分
休
憩

午
後
三
時
六
分
開
議

○
橋
本
委
員
長

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま

す
。内

閣
提
出
、
参
議
院
送
付
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立

性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

趣
旨
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
岡
田
国
務
大
臣
。

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の

推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
案〔

本
号
末
尾
に
掲
載
〕

○
岡
田
国
務
大
臣

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び

内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
分
権
改
革
は
、
地
域
が
自
ら
の
発
想
と
創
意
工
夫

に
よ
り
課
題
解
決
を
図
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ

り
、
地
方
創
生
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
。

本
法
案
は
、
昨
年
十
二
月
に
閣
議
決
定
し
た
令
和
四
年

の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
を
踏
ま
え
、

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
義
務
づ
け
、
枠
づ
け
の
見
直
し

等
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
が
自
ら
の
発
想
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
合
っ
た
行

政
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
地
方
公
共

団
体
に
対
す
る
義
務
づ
け
、
枠
づ
け
の
見
直
し
等
を
行
う

こ
と
と
し
、
関
係
法
律
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
施
行
期
日
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し

必
要
な
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
関
係

法
律
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要

で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら

ん
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
橋
本
委
員
長

こ
れ
に
て
趣
旨
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し

た
。次

回
は
、
来
る
八
日
木
曜
日
委
員
会
を
開
会
す
る
こ
と

と
し
、
本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
三
時
八
分
散
会

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革

の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
案

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改

革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律

目
次第

一
章

内
閣
府
関
係（
第
一
条－

第
三
条
）

第
二
章

総
務
省
関
係（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
三
章

法
務
省
関
係（
第
六
条
）

第
四
章

国
土
交
通
省
関
係（
第
七
条
）

附
則

第
一
章

内
閣
府
関
係

（
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

災
害
対
策
基
本
法（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
条
の
二
第
一
項
中「
次
項
」を「
第
四
項
」に
改

め
、
同
条
第
二
項
中「
前
項
」を「
第
一
項
」に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

�

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
必
要

な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す
る
被
災
者
の
住
家
に
関
す

る
情
報
を
、
そ
の
保
有
に
当
た
つ
て
特
定
さ
れ
た
利

用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

�

特
別
区
の
区
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査

の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
知
事
に

対
し
て
、
被
災
者
の
住
家
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
交
通
安
全
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

交
通
安
全
対
策
基
本
法（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
百
十
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中「
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
」を「
こ
と
が
で
き
る
」に
改
め
る
。

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
八
年

法
律
第
七
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
六
項
中「
同
条
第
十
一
項
」を「
同
条
第
十

項
」に
改
め
る
。

第
三
条
第
七
項
中「
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事

に
協
議
し
な
け
れ
ば
」を「
そ
の
旨
及
び
次
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ

ば
」に
改
め
、
同
条
中
第
十
項
を
削
り
、
第
十
一
項
を

第
十
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
一
項
と
す
る
。

第
六
条
中「
同
条
第
十
一
項
」を「
同
条
第
十
項
」に
改

め
る
。

第
七
条
第
三
項
中「
第
三
条
第
十
一
項
」を「
第
三
条

第
十
項
」に
、「
同
条
第
十
一
項
」を「
同
条
第
十
項
」に

改
め
る
。

第
十
七
条
第
四
項
中「
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知

事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
」を「
そ
の
旨
及
び
第
四
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な

け
れ
ば
」に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第

二
項
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中「
同
条
第
十
項
の
申
請
書
の
写
し
の

送
付
」を「
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
」に
、「
同

条
第
十
二
項
」を「
同
条
第
十
一
項
」に
、「
第
十
八
条
第

二
項
の
書
類
の
写
し
の
送
付
」を「
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
」に
、「
同
条
第
三
項
」を「
第
十
八
条
第
二

項
」に
、「
第
三
条
第
十
一
項
」を「
第
三
条
第
十
項
」に

改
め
る
。

第
二
章

総
務
省
関
係

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

住
民
基
本
台
帳
法（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
十
一
の
項
中「
に
よ
る
」の
下
に「
同

法
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
の
作
成
、
同
法
第
二
十
九

条
第
一
項
の
調
査
、」を
加
え
、「
又
は
同
法
第
百
三
十

一
条
第
一
項
の
申
請
」を「
、
同
法
第
百
三
十
一
条
第
一

項
の
申
請
又
は
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
百
三

十
六
条
第
一
項
、
第
百
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百

四
十
四
条
第
一
項
の
通
知
」に
改
め
、
同
表
の
三
十
八

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日

二



三
十
八
の
二

法
務
省

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法（
平
成
三
十

年
法
律
第
四
十
九
号
）に
よ
る
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
探
索
に
関
す
る

事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

三
十
八
の
三

法
務
省

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律（
令

和
元
年
法
律
第
十
五
号
）に
よ
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
探
索
に
関
す
る
事

務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
の
九
十
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九
十
六
の
二

国
土
交
通
省

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
同
法

第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
選
任
の
請
求
、
同
条
第
二
項
若
し
く

は
第
五
項
の
命
令
の
請
求
又
は
地
域
福
利
増
進
事
業
等（
同
法
第
四
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
福
利
増
進
事
業
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
実
施

の
準
備
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
の
百
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
十
九
の
二

環
境
省

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
）に
よ
る
同
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
、
同
条
第
八
項（
同
法
第
十

五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
届
出
、
同
法

第
九
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
認
定
、
同
条
第
八
項（
同
法
第
十

五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
届
出
、
同
法

第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
、
同
条
第
六
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
届
出
又
は
同
法
第
十
五
条
の
四

の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
四
の
四

第
一
項
の
認
定
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
の
五
の
三
十
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
の
三
十
六

市
町
村
長

農
地
法（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）に
よ
る
同
法
第
四
十
二
条

第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

五
の
三
十
七

農
業
委
員
会

農
地
法
に
よ
る
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の

利
用
意
向
調
査
の
実
施
又
は
同
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
農
地
台
帳
の

作
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

五
の
三
十
八

農
業
委
員
会

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一

号
）に
よ
る
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
探
索
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ

て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

五
の
三
十
九

市
町
村
長

森
林
法
に
よ
る
同
法
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
の
林
地
台
帳
の
作
成
に
関

す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

五
の
四
十

市
町
村
長

森
林
経
営
管
理
法（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）に
よ
る
同
法
第
四
条
第

一
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
、
同
法
第
五
条
の
経
営
管
理
意
向
調

査
の
実
施
、
同
法
第
十
条
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
探
索
、
同
法
第
三
十
五

条
第
一
項
の
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
作
成
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第

一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
中
六
の
二
の
項
を
六
の
三
の
項
と
し
、
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
の
二

市
町
村
長

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
同
法

第
三
十
八
条
第
一
項
の
災
害
等
防
止
措
置
の
勧
告
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一

項
の
命
令
若
し
く
は
選
任
の
請
求
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五

項
の
命
令
の
請
求
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
の
実
施
の
準
備
又
は
同
法
第
四

十
三
条
第
二
項
の
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ

て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
の
十
一
の
項
中「（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）」を
削
り
、「
に
よ
る
」の
下
に「
同
法
第
八
条

第
一
項
若
し
く
は
第
九
条
第
一
項
の
許
可
、」を
加
え
、「
若
し
く
は
」を「
の
認
定
、
同
法
第
九
条
の
五
第
一
項（
同
法

第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
許
可
、
同
法
第
九
条
の
六
第
一
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
認
可
、
同
法
第
九
条
の
七
第
二
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
届
出
、
同
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
認
定
、
同
条
第
九
項
の
届
出
、
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
二
項
の
更
新
、
同
条
第
六
項
の
許
可
、
同
条
第
七
項
の
更
新
、
同
法
第
十
四
条
の

二
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
届
出
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第

一
項
の
許
可
、
同
条
第
二
項
の
更
新
、
同
条
第
六
項
の
許
可
、
同
条
第
七
項
の
更
新
、
同
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項

の
許
可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
届
出
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
三
項
の
届
出
、
同
法
」に

改
め
、「
認
定
」の
下
に「
、
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
届
出
」を
加
え
る
。

別
表
第
三
の
十
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
六
の
二

都
道
府
県
知
事

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
同
法

第
六
条
若
し
く
は
第
七
条
第
一
項
の
許
可
、
同
法
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は

第
十
九
条
第
一
項
の
申
請
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
承
認
、
同
法
第
二

十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
七
条
第
一
項
の
申
請
、
同
法
第
四
十
二
条

第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
選
任
の
請
求
、
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の

命
令
の
請
求
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
の
実
施
の
準
備
又
は
同
法
第
四
十
三

条
第
二
項
の
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
三
の
二
十
八
の
項
中「
に
よ
る
」の
下
に「
同
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
条
第
一
項
の
許
可
、」を
加

え
、「
若
し
く
は
」を「
の
認
定
、
同
法
第
九
条
の
五
第
一
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
許
可
、
同
法
第
九
条
の
六
第
一
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
認
可
、
同

法
第
九
条
の
七
第
二
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
届
出
、
同
法
第
十
二
条
の
七

第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
認
定
、
同
条
第
九
項
の
届
出
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
二
項
の
更

新
、
同
条
第
六
項
の
許
可
、
同
条
第
七
項
の
更
新
、
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日

三



別
表
第
五
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
の
二

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
同
法
第
六
条
若
し

く
は
第
七
条
第
一
項
の
許
可
、
同
法
第
十
条
第
一

項
若
し
く
は
第
十
九
条
第
一
項
の
申
請
、
同
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
承
認
、
同
法
第
二
十
七
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
十
七
条
第
一
項
の
申
請
、
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
選
任
の

請
求
、
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
命
令
の

請
求
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
の
実
施
の
準
備
又

は
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
土
地
所
有
者
等
関

連
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
五
第
三
十
三
号
中「
に
よ
る
」の
下
に「
同
法

第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
条
第
一
項
の
許
可
、」を

加
え
、「
若
し
く
は
」を「
の
認
定
、
同
法
第
九
条
の
五

第
一
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）の
許
可
、
同
法
第
九
条
の
六
第
一
項（
同

法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
認
可
、
同
法
第
九
条
の
七
第
二
項（
同
法
第
十
五
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
届
出
、
同

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
認
定
、

同
条
第
九
項
の
届
出
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許

可
、
同
条
第
二
項
の
更
新
、
同
条
第
六
項
の
許
可
、
同

条
第
七
項
の
更
新
、
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
許

可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の

二
第
三
項
の
届
出
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許

可
、
同
条
第
二
項
の
更
新
、
同
条
第
六
項
の
許
可
、
同

条
第
七
項
の
更
新
、
同
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
許

可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の

二
第
三
項
の
届
出
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
三
項
の
届
出
、
同

法
」に
改
め
、「
認
定
」の
下
に「
、
同
法
第
十
七
条
の
二

第
一
項
の
届
出
」を
加
え
る
。

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
八
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

公
立
大
学
法
人
に
係
る
中
期
計
画
に
お
い
て
は
、

第
二
十
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、

同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
状

況
に
関
す
る
指
標
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
公
立
大
学
法
人
に
は
、

適
用
し
な
い
。

第
七
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中「
各
事
業
年
度
に
係

る
」を「
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
」に
改
め
、
同
条

第
一
項
中「
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度

が
」を
削
り
、「
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
」を「
区
分
」に

改
め
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中「
当
該

事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
」を
削
り
、
同

号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中「
当
該
事
業

年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
」を
削
り
、
同
号
を

同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中「
各
事
業
年
度
」を

「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
」に
、「
同
項
第
一

号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
」を「
当
該
各
号
」に
改
め
、

同
条
第
三
項
中「
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
」

を「
同
項
各
号
」に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第

七
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中「
及
び
年
度
計
画

並
び
に
」と
あ
る
の
は「
及
び
」と
、「
毎
年
度
、
当

該
」と
あ
る
の
は「
当
該
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
七
十
九
条
中「
前
条
第
一
項
第
二
号
」を「
前
条
第

一
項
第
一
号
」に
、「
同
項
第
三
号
」を「
同
項
第
二
号
」

に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
中「
第
七
十
八
条
の
二
第

一
項
第
二
号
」を「
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」

に
改
め
る
。

第
百
十
九
条
第
四
項
及
び
第
百
二
十
条
第
四
項
中

「
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」を「
第
七
十
八
条

の
二
第
一
項
第
二
号
」に
改
め
る
。

準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
届
出
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
二
項
の
更
新
、
同
条

第
六
項
の
許
可
、
同
条
第
七
項
の
更
新
、
同
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
届
出
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
三
項
の
届
出
、
同
法
」に
改
め
、「
認
定
」の
下
に「
、
同
法
第
十
七
条
の

二
第
一
項
の
届
出
」を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
四
の
三
十
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
の
三
十
六

市
町
村
長

農
地
法
に
よ
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

四
の
三
十
七

農
業
委
員
会

農
地
法
に
よ
る
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の

利
用
意
向
調
査
の
実
施
又
は
同
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
農
地
台
帳
の

作
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

四
の
三
十
八

農
業
委
員
会

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
二
十
二
条
の
二

第
二
項
の
探
索
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

四
の
三
十
九

市
町
村
長

森
林
法
に
よ
る
同
法
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
の
林
地
台
帳
の
作
成
に
関

す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

四
の
四
十

市
町
村
長

森
林
経
営
管
理
法
に
よ
る
同
法
第
四
条
第
一
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の

作
成
、
同
法
第
五
条
の
経
営
管
理
意
向
調
査
の
実
施
、
同
法
第
十
条
若
し
く

は
第
二
十
四
条
の
探
索
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
経
営
管
理
実
施
権
配

分
計
画
の
作
成
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
で
あ

つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
四
中
五
の
二
の
項
を
五
の
三
の
項
と
し
、
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
の
二

市
町
村
長

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
同
法

第
三
十
八
条
第
一
項
の
災
害
等
防
止
措
置
の
勧
告
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一

項
の
命
令
若
し
く
は
選
任
の
請
求
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五

項
の
命
令
の
請
求
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
の
実
施
の
準
備
又
は
同
法
第
四

十
三
条
第
二
項
の
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ

て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
四
の
十
の
項
中「
に
よ
る
」の
下
に「
同
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
条
第
一
項
の
許
可
、」を
加
え
、

「
若
し
く
は
」を「
の
認
定
、
同
法
第
九
条
の
五
第
一
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

許
可
、
同
法
第
九
条
の
六
第
一
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
認
可
、
同
法
第
九

条
の
七
第
二
項（
同
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
届
出
、
同
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項

若
し
く
は
第
七
項
の
認
定
、
同
条
第
九
項
の
届
出
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
二
項
の
更
新
、
同
条

第
六
項
の
許
可
、
同
条
第
七
項
の
更
新
、
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
届
出
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
二
項
の
更
新
、
同
条
第
六
項
の

許
可
、
同
条
第
七
項
の
更
新
、
同
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七

条
の
二
第
三
項
の
届
出
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
三
項
の
届
出
、
同
法
」に
改
め
、「
認
定
」の
下
に「
、
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項

の
届
出
」を
加
え
る
。

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日

四



第
三
章

法
務
省
関
係

（
戸
籍
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

戸
籍
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四

号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
条
の
二
第
一
項
中「
第
十
条
第
一
項（
第
十

二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及

び
次
条（
第
三
項
を
除
く
。）に
お
い
て
同
じ
。）の
請
求

は
、
い
ず
れ
の
指
定
市
町
村
長（
第
百
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
市
町
村
長
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）」を「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
請
求
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
」に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

一

第
十
条
第
一
項（
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条（
第
三
項

を
除
く
。）に
お
い
て
同
じ
。）の
請
求

指
定
市
町

村
長（
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
受
け
て
い
る
市
町
村
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者

二

第
十
条
の
二
第
二
項（
第
十
二
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条（
第
三
項
を
除

く
。）に
お
い
て
同
じ
。）の
請
求（
市
町
村
の
機
関

が
す
る
も
の
に
限
る
。）
当
該
市
町
村
の
長（
指

定
市
町
村
長
に
限
る
。）

第
百
二
十
条
の
三
第
一
項
中「
請
求
」の
下
に「
又
は

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
す
る
第
十
条
の
二
第
二
項

の
請
求（
法
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
遂
行
す
る
た
め

に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
請
求
に
限
る
。
以

下
こ
の
条（
第
三
項
を
除
く
。）に
お
い
て
同
じ
。）」を
加

え
、
同
条
第
二
項
中「
第
十
条
第
一
項
」の
下
に「
又
は

第
十
条
の
二
第
二
項
」を
加
え
、
同
条
第
四
項
中「
第
十

条
第
一
項
」の
下
に「
及
び
第
十
条
の
二
第
二
項
」を
加

え
、「
同
項
中
」を「
こ
れ
ら
の
規
定
中
」に
、「
同
項
の
」

を「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
す
る
第
十
条
第
一
項
の
」に

改
め
る
。

第
四
章

国
土
交
通
省
関
係

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

建
築
基
準
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一

号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
十
五
号
中「
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村

の
区
域
に
」を「
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
又

は
建
築
副
主
事
を
置
く
市
町
村
の
区
域
に
」に
改
め
、

同
号
た
だ
し
書
中「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」及
び

「
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」の
下
に「
若
し
く
は
第
二

項
」を
、「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を

加
え
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を「（
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主

事
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中「
事
務
」の
下
に「
そ
の

他
の
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
の
権
限
に
属

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て「
確
認
等
事
務
」と
い
う
。）」を
加
え
、
同
条
第
二
項

中「
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
事

務
」を「
確
認
等
事
務
」に
改
め
、
同
条
第
五
項
中「
建
築

物
に
係
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
関
す

る
事
務
」を「
確
認
等
事
務
」に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

「
を
受
け
た
」を「（
同
条
第
二
項
の
一
級
建
築
基
準
適
合

判
定
資
格
者
登
録
簿
へ
の
登
録
に
限
る
。）を
受
け
て
い

る
」に
改
め
、
同
条
第
七
項
中「
建
築
主
事
」の
下
に

「（
第
七
項
の
規
定
に
よ
つ
て
建
築
副
主
事
を
置
い
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
及
び
建
築
副
主
事
）」を
加

え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に

次
の
二
項
を
加
え
る
。

�

第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て

建
築
主
事
を
置
い
た
市
町
村
又
は
都
道
府
県
は
、
当

該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
お
け
る
確
認
等
事
務
の

実
施
体
制
の
確
保
又
は
充
実
を
図
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
建
築
主
事
の
ほ
か
、
当
該
市

町
村
の
長
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
揮
監
督
の
下

に
、
確
認
等
事
務
の
う
ち
建
築
士
法
第
三
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
建
築
物（
以
下「
大
規
模
建
築
物
」と

い
う
。）に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
を
つ
か
さ
ど
ら
せ

る
た
め
に
、
建
築
副
主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

�

前
項
の
建
築
副
主
事
は
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県

の
職
員
で
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登
録

（
同
条
第
二
項
の
二
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者

登
録
簿
へ
の
登
録
に
限
る
。）を
受
け
て
い
る
者
の
う

ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
市
町
村
の
長
又
は
都
道
府
県
知

事
が
命
ず
る
。

第
五
条
第
一
項
中「
及
び
経
験
に
つ
い
て
」を「
に
つ

い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
」に
改
め
、
同
条
第
二
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

前
項
の
検
定
は
、
こ
れ
を
分
け
て
一
級
建
築
基
準

適
合
判
定
資
格
者
検
定
及
び
二
級
建
築
基
準
適
合
判

定
資
格
者
検
定
と
す
る
。

第
五
条
中
第
八
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
四
項
か
ら

第
七
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
三
項
中

「
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
」を「
一
級
建
築
基

準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
」に
改
め
、「
で
、
建
築
行
政

又
は
第
七
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
確
認
検
査
の
業
務

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に

関
し
て
、
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
」

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

�

二
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
は
、
一
級

建
築
士
試
験
又
は
二
級
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た
者

で
な
け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

�

一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
は
、
一
級

建
築
士
の
設
計
に
係
る
建
築
物
が
第
六
条
第
一
項
の

建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
定

す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
行
う
。

�

二
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
は
、
二
級

建
築
士
の
設
計
に
係
る
建
築
物
が
第
六
条
第
一
項
の

建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
定

す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
行
う
。

第
五
条
の
二
第
二
項
中「
前
条
第
六
項
」を「
前
条
第

九
項
」に
改
め
る
。

第
五
条
の
四
第
五
項
中「
第
五
条
第
五
項
」を「
第
五

条
第
八
項
」に
、「
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」を

「
同
条
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」に
、「
同
条
第
七

項
」を「
同
条
第
十
項
」に
改
め
る
。

第
五
条
の
五
第
二
項
中「
前
条
第
六
項
」を「
前
条
第

九
項
」に
、「
第
五
条
第
六
項
」を「
第
五
条
第
九
項
」に

改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中「
建
築
主
事
の
確
認
」を「
建
築
主

事
又
は
建
築
副
主
事（
以
下「
建
築
主
事
等
」と
い
う
。）

の
確
認（
建
築
副
主
事
の
確
認
に
あ
つ
て
は
、
大
規
模

建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら

第
七
項
ま
で
の
規
定
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」

に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
中「
建
築
主
事
」を

「
建
築
主
事
等
」に
改
め
、「
確
認
検
査
員
」の
下
に「
若

し
く
は
副
確
認
検
査
員
」を
加
え
、
同
条
第
二
項
、
第

七
項
及
び
第
八
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に

改
め
る
。

第
六
条
の
四
第
二
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事

等
」に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中「
建
築
主
事
の
検
査
」を「
建
築
主

事
等
の
検
査（
建
築
副
主
事
の
検
査
に
あ
つ
て
は
、
大

規
模
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第

七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）」に
改
め
、
同
条

第
二
項
及
び
第
三
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「
建
築
主
事
が
」を「
建
築
主

事
等
が
」に
、「
、
建
築
主
事
」を「
、
建
築
主
事
等
」

に
、「
建
築
主
事
等
」を「
検
査
実
施
者
」に
改
め
、
同
条

第
五
項
中「
建
築
主
事
等
」を「
検
査
実
施
者
」に
改
め

る
。第

七
条
の
二
第
三
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事

等（
当
該
検
査
の
引
受
け
が
大
規
模
建
築
物
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
。
第
七
条
の

四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）」に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中

「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改
め
、
同
条
第
四
項

中「
建
築
主
事
が
」を「
建
築
主
事
等
が
」に
、「
建
築
主

事
等
」を「
検
査
実
施
者
」に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び

第
七
項
中「
建
築
主
事
等
」を「
検
査
実
施
者
」に
改
め

る
。第

七
条
の
四
第
二
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日

五



等
」に
改
め
る
。

第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中「
建
築
主
事
」を「
建

築
主
事
等（
当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
が
大
規

模
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
建
築
主
事
）」に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
及
び
第

十
三
条
第
一
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改

め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等

（
大
規
模
建
築
物
を
建
築
し
、
又
は
除
却
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
）」に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
中

「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改
め
、
同
条
第
七
項

中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
、「
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
」を「
同
項
の
規
定
に
よ
る
国

土
交
通
大
臣
」に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中「
建
築
主
事
に
」を「
建
築
主
事

等（
当
該
計
画
が
大
規
模
建
築
物
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
）に
」に
改
め
、
同
条
第

三
項
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
及
び
第
十
項
か
ら

第
十
四
項
ま
で
の
規
定
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事

等
」に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築

主
事
等（
当
該
工
事
が
大
規
模
建
築
物
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
。
第
十
九
項
に
お

い
て
同
じ
。）」に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
中「
建
築
主
事

が
」を「
建
築
主
事
等
が
」に
、「
建
築
主
事
等
」を「
検
査

実
施
者
」に
改
め
、
同
条
第
十
八
項
中「
建
築
主
事
等
」

を「
検
査
実
施
者
」に
改
め
、
同
条
第
十
九
項
中「
建
築

主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改
め
、
同
条
第
二
十
項
中

「
建
築
主
事
が
」を「
建
築
主
事
等
が
」に
、「
建
築
主
事

等
」を「
検
査
実
施
者
」に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
項
及

び
第
二
十
三
項
中「
建
築
主
事
等
」を「
検
査
実
施
者
」に

改
め
、
同
条
第
二
十
四
項
第
二
号
中「
建
築
主
事
」を

「
建
築
主
事
等（
当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
が
大

規
模
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
建
築
主
事
）」に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
十
八
第
二
項
中「
区
分
」を「
確
認
検

査
の
業
務
の
区
分（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て「
指
定
区

分
」と
い
う
。）」に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
二
十
第
一
号
中「（
常
勤
」を「
又
は
副

確
認
検
査
員（
い
ず
れ
も
常
勤
」に
改
め
、「
が
、」の
下

に「
指
定
区
分
ご
と
に
」を
加
え
、
同
条
第
五
号
中「
確

認
検
査
員
」の
下
に「
又
は
副
確
認
検
査
員
」を
加
え

る
。第

七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
中「
指
定
の
区
分
」を

「
指
定
区
分（
当
該
指
定
確
認
検
査
機
関
が
第
七
十
七
条

の
二
十
四
第
一
項
の
確
認
検
査
員
を
選
任
し
な
い
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
区
分
及
び
そ
の
旨
。

第
七
十
七
条
の
二
十
八
に
お
い
て
同
じ
。）」に
改
め
、

同
条
第
三
項
中「
前
項
」の
下
に「
又
は
第
七
十
七
条
の

二
十
四
第
四
項
」を
、「
届
出
」の
下
に「（
同
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
確
認
検
査

員
を
選
任
し
て
い
な
い
指
定
確
認
検
査
機
関
が
同
項
の

確
認
検
査
員
を
選
任
し
た
場
合
又
は
同
項
の
確
認
検
査

員
及
び
副
確
認
検
査
員
を
選
任
し
て
い
る
指
定
確
認
検

査
機
関
が
当
該
確
認
検
査
員
の
全
て
を
解
任
し
た
場
合

に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）」を
加
え
る
。

第
七
十
七
条
の
二
十
四
の
見
出
し
を「（
確
認
検
査
員

又
は
副
確
認
検
査
員
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中「
確

認
検
査
員
」の
下
に「
又
は
副
確
認
検
査
員（
当
該
確
認

検
査
が
大
規
模
建
築
物
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
確
認
検
査
員
）」を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
を
受
け
た
」を「（
同
条
第
二
項
の
一
級
建
築
基
準
適
合

判
定
資
格
者
登
録
簿
へ
の
登
録
に
限
る
。）を
受
け
て
い

る
」に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「
確
認
検
査
員
」の
下
に

「
又
は
副
確
認
検
査
員
」を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項

と
し
、
同
条
第
三
項
中「
確
認
検
査
員
」の
下
に「
又
は

副
確
認
検
査
員
」を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

副
確
認
検
査
員
は
、
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一

項
の
登
録（
同
条
第
二
項
の
二
級
建
築
基
準
適
合
判

定
資
格
者
登
録
簿
へ
の
登
録
に
限
る
。）を
受
け
て
い

る
者
の
う
ち
か
ら
、
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
七
条
の
二
十
五
第
一
項
中「
を
含
む
。
次
項
」

を「
又
は
副
確
認
検
査
員
を
含
む
。
同
項
」に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
二
十
六
中「
と
き
は
、」の
下
に「
当
該

確
認
検
査
が
大
規
模
建
築
物
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
当
該
指
定
確
認
検
査
機
関
が
確
認
検
査
員
を

選
任
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
」を
加
え

る
。第

七
十
七
条
の
二
十
八
中「
指
定
の
区
分
」を「
指
定

区
分
」に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
二
十
九
の
二
第
二
号
中「
確
認
検
査

員
」の
下
に「
又
は
副
確
認
検
査
員
」を
加
え
る
。

第
七
十
七
条
の
三
十
一
第
二
項
中「
建
築
主
事
」を

「
建
築
主
事
等
」に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
三
十
五
第
二
項
第
一
号
中「
第
三
項

ま
で
」を「
第
四
項
ま
で
」に
改
め
、
同
項
第
三
号
中「
第

七
十
七
条
の
二
十
四
第
四
項
」を「
第
七
十
七
条
の
二
十

四
第
五
項
」に
改
め
、
同
項
第
五
号
中「
確
認
検
査
員
」

の
下
に「
若
し
く
は
副
確
認
検
査
員
」を
加
え
る
。

第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
中「
合
格
し
た
者
」の

下
に「
で
、
建
築
行
政
又
は
確
認
検
査
の
業
務
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
業
務
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

に
関
し
て
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中「
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格

者
登
録
簿
に
、」を「
、
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格

者
検
定
に
合
格
し
て
当
該
登
録
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

は
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録
簿
に
、
二
級

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
て
当
該
登

録
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
二
級
建
築
基
準
適
合
判
定

資
格
者
登
録
簿
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
六
十
二
第
一
項
第
五
号
中「
第
五
条

第
六
項
」を「
第
五
条
第
九
項
」に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
六
十
六
第
二
項
中「
第
五
条
第
六
項
」

を「
第
五
条
第
九
項
」に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
一
項
中「
建
築
主
事
の
検
査
」を「
建

築
主
事
等
の
検
査（
建
築
副
主
事
の
検
査
に
あ
つ
て

は
、
大
規
模
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限

る
。
第
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）」に
、「
建

築
主
事
に
」を「
建
築
主
事
等（
当
該
用
途
の
変
更
が
大

規
模
建
築
物
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

建
築
主
事
）に
」に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
並
び
に
第
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中

「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
の
二
第
五
項
中「
第
一
項
」の
下
に「
若

し
く
は
第
二
項
」を
加
え
、「
建
築
主
事
を
」を「
建
築
主

事
等
を
」に
、「
同
項
の
建
築
主
事
」を「
当
該
建
築
主
事

等
」に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四

項
中「
第
一
項
」の
下
に「
又
は
第
二
項
」を
加
え
、「
建

築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
、「
行
な
う
」を「
行
う
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
」を「
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
等
」に
、「
同
項
」を

「
こ
れ
ら
」に
、「
建
築
主
事
が
」を「
建
築
主
事
等
が
」に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
」を「
前
二
項
」に
、「
同
項
」を「
こ
れ
ら
」に
、

「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

�

前
項
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
市
町
村
の
長
の
指
揮
監
督

の
下
に
、
こ
の
法
律
中
建
築
副
主
事
の
権
限
に
属
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の

を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
に
、
建
築
副
主
事
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法

律
中
建
築
副
主
事
に
関
す
る
規
定
は
、
当
該
市
町
村

が
置
く
建
築
副
主
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
三
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同

条
第
三
項
中「
行
な
う
」を「
行
う
」に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中「
前
項
」を「
前
二
項
」

に
、「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

�

前
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
を
置
く
特
別
区
に

お
い
て
は
、
当
該
特
別
区
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す

る
事
務
の
実
施
体
制
の
確
保
又
は
充
実
を
図
る
た
め

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日

六



必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
別
区
の
長

の
指
揮
監
督
の
下
に
、
こ
の
法
律
中
建
築
副
主
事
の

権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
政
令
で

定
め
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
に
、
建
築
副

主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
法
律
中
建
築
副
主
事
に
関
す
る
規
定
は
、

当
該
特
別
区
が
置
く
建
築
副
主
事
に
適
用
が
あ
る
も

の
と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
五
第
二
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築

主
事
等
」に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に

附
則
第
七
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定

公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日

二

第
六
条
の
規
定

戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）附
則
第
一
条
第
五
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

三

第
七
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
六
条
、

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十

九
条
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で

の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
第
三
条
第
七
項
又
は
第
十
七
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
協
議
の
申
出
は
、
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

第
三
条
第
七
項
又
は
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
た
通
知
と
み
な
す
。

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
三
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
独
立
行

政
法
人
法（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
新
地
方
独
立
行
政

法
人
法
」と
い
う
。）第
七
十
八
条
第
五
項
の
規
定
は
、

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
立
大
学
法
人（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
公
立
大
学

法
人
」と
い
う
。）に
係
る
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
中
期
目
標
の
期
間（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
中
期
目

標
の
期
間
」と
い
う
。）に
係
る
同
法
第
二
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
中
期
計
画（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
中

期
計
画
」と
い
う
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
公
立
大
学
法

人
に
係
る
同
日
前
に
開
始
し
た
中
期
目
標
の
期
間
に
係

る
中
期
計
画
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

新
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
第
七
項
の
規

定
は
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
令
和
六
年
四
月
一
日
以

後
に
開
始
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
事
業
年
度
の
地
方

独
立
行
政
法
人
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

度
計
画（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
年
度
計
画
」と
い

う
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
同
日

前
に
開
始
し
た
中
期
目
標
の
期
間
の
事
業
年
度
の
年
度

計
画
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

新
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
の
二
の
規
定

は
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に
受
け
る
地
方
独
立
行

政
法
人
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
評
価
委
員
会

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
評
価
委
員
会
」と
い
う
。）の

評
価
に
つ
い
て
適
用
し
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
同
日

前
に
開
始
し
た
中
期
目
標
の
期
間
に
受
け
る
評
価
委
員

会
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

公
立
大
学
法
人
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て「
施
行
日
」と
い
う
。）に
お
い
て
、
中

期
計
画
に
新
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
第
五

項
に
規
定
す
る
指
標（
次
項
に
お
い
て「
指
標
」と
い

う
。）を
現
に
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
前
三
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
施
行
日
か

ら
、
同
条
第
七
項
の
規
定
は
施
行
日
を
含
む
事
業
年
度

の
翌
事
業
年
度
の
年
度
計
画
か
ら
、
新
地
方
独
立
行
政

法
人
法
第
七
十
八
条
の
二
の
規
定
は
当
該
翌
事
業
年
度

に
受
け
る
評
価
委
員
会
の
評
価
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用

す
る
。

�

公
立
大
学
法
人
が
、
施
行
日
後
に
お
い
て
、
令
和
六

年
四
月
一
日
前
に
開
始
し
た
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る

中
期
計
画
に
指
標
を
新
た
に
定
め
た
場
合
に
は
、
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
地
方

独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
第
五
項
の
規
定
は
当
該

定
め
た
日
か
ら
、
同
条
第
七
項
の
規
定
は
同
日
を
含
む

事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
年
度
計
画
か
ら
、
新
地
方

独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
の
二
の
規
定
は
当
該
翌

事
業
年
度
に
受
け
る
評
価
委
員
会
の
評
価
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
適
用
す
る
。

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
前
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
旧
建
築
基
準
法
」と
い
う
。）

第
五
条
第
一
項
の
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に

合
格
し
た
者（
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
号
）附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
た

者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。）は
、
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
新
建
築
基
準
法
」と
い
う
。）第
七
十
七
条
の
五
十
八
第

一
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

�

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現

に
旧
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登

録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条

の
五
十
八
第
二
項
の
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者

登
録
簿
へ
の
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
と

み
な
す
。

�

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現

に
存
す
る
旧
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録
簿

は
、
新
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録
簿

と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律

の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め

る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
建
築
基
準
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）の
項
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改

め
る
。

（
児
童
福
祉
法
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中「
同
条
第
十
一
項
」

を「
同
条
第
十
項
」に
改
め
る
。

一

児
童
福
祉
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）第
二
十
四
条
第
一
項

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律（
令
和
元
年
法
律
第
七
号
）附
則
第
四
条
第
一
項

（
消
防
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

消
防
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
中「
建
築
主

事
」の
下
に「
若
し
く
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

登
録
免
許
税
法（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十

五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
三
十
二
号
�
�
�
�
�
�
�
イ
中「
建
築
基
準
適
合

判
定
資
格
者
」を「
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
」

に
改
め
、
同
号
�
�
�
�
�
�
�
ロ
を
同
号
�
�
�
�
�
�
�
ハ
と
し
、
同
号

�
�
�
�
�
�
�
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日

七



（
都
市
緑
地
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

都
市
緑
地
法（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二

号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中「
建
築
主
事
等
」を「
検
査
実

施
者
」に
改
め
る
。

（
浄
化
槽
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

浄
化
槽
法（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三

号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
号
た
だ
し
書
中「
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
」の
下
に「
若
し
く
は
第
二
項
」を
、「
建
築
主

事
」の
下
に「
若
し
く
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中「
建
築
主
事
」の
下
に

「
若
し
く
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
十
二
条

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中「
、
建
築
主
事
」を「
、
建
築
基
準

法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）の
規
定
に
よ
り

建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
」に
改
め
、
同
項
た
だ
し

書
中「
建
築
基
準
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一

号
）」を「
同
法
」に
改
め
、「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」

及
び「
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」の
下
に「
若
し
く
は

第
二
項
」を
、「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主

事
」を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
四
項
及
び
第
十
項
中「
建
築
主
事
」の
下

に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の

促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中「（
建
築
主
事
」を「（
建
築
基
準
法

の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
」に
改

め
、
同
項
た
だ
し
書
中「
建
築
基
準
法
」を「
同
法
」に
改

め
、「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」及
び「
第
九
十
七
条

の
三
第
一
項
」の
下
に「
若
し
く
は
第
二
項
」を
、「
建
築

主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

第
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中「
建
築
主

事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
十
四
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中「
す
べ
て
」を「
全
て
」に
改

め
、
同
項
第
二
号
イ
中「
又
は
建
築
基
準
法（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
一
号
）第
五
条
第
一
項
の
建
築
基
準

適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
た
者（
以
下「
建
築
基

準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
合
格
者
」と
い
う
。）」を
削

る
。第

四
十
七
条
第
一
号
ハ
中「
又
は
建
築
基
準
適
合
判

定
資
格
者
検
定
合
格
者
」を
削
る
。

別
表
第
一
号
の
中
欄
中「
若
し
く
は
建
築
基
準
適
合

判
定
資
格
者
検
定
合
格
者
又
は
こ
れ
ら
」を「
又
は
こ

れ
」に
改
め
る
。

（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
五
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
九
十
条
の
二
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
項
中「
第

二
項
」を「
第
四
項
」に
改
め
る
。

（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中「
建
築
主
事
」の

下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

一

都
市
再
生
特
別
措
置
法（
平
成
十
四
年
法
律
第
二

十
二
号
）第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
四
十
五
条
の
十
四
第
四
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の

二
十
一
第
四
項

二

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法（
平
成
十
五
年

法
律
第
七
十
七
号
）第
六
十
八
条
第
四
項

三

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
五
十
六
条
第
三

項
、
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
四
条
第
四
項

（
景
観
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

景
観
法（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
三
条
第
二
項
中「
建
築
基
準
法
第
四
条
第
一

項
の
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
」に

改
め
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
十
二
号
中「
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村

又
は
特
別
区
の
区
域
に
」を「
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ

り
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
を
置
く
市
町
村
又
は
特

別
区
の
区
域
に
」に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中「
建
築
基

準
法
」を「
同
法
」に
改
め
、「
第
九
十
七
条
の
二
第
一

項
」及
び「
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」の
下
に「
若
し
く

は
第
二
項
」を
、「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主

事
」を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中「
建
築
主
事
」の
下
に「
若
し
く

は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
中

「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
）

第
十
九
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法

律（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
項
中「
、
建
築
主
事
」を「
、
建
築
基
準

法
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
」に
改

め
、
同
項
た
だ
し
書
中「
建
築
基
準
法
」を「
同
法
」に
改

め
、「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」及
び「
第
九
十
七
条

の
三
第
一
項
」の
下
に「
若
し
く
は
第
二
項
」を
、「
建
築

主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中「
建
築

主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
六
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
四
項
中「
同
条
第
十
一
項
」を「
同
条
第
十

項
」に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
四
号
ロ
中「
第
三
条
第
十

一
項
」を「
第
三
条
第
十
項
」に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中「
同
条
第
十
一
項
」を

「
同
条
第
十
項
」に
改
め
る
。

（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

第
二
十
一
条

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中「
を
置
か
な
い
」を「
又
は
建
築
副

主
事
を
置
か
な
い
」に
改
め
、「
第
九
十
七
条
の
二
第
一

項
」及
び「
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
」の
下
に「
若
し
く

は
第
二
項
」を
加
え
、「
を
置
く
」を「
又
は
建
築
副
主
事

を
置
く
」に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

規
定
中「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加

え
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中「（
建
築
主
事
」を「（
建
築
基

準
法
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
」に

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中「
建
築
基
準
法
」を「
同
法
」に

改
め
、「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」及
び「
第
九
十
七

条
の
三
第
一
項
」の
下
に「
若
し
く
は
第
二
項
」を
、「
建

築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中

「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

等
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中「
建
築
主
事
を
置
く
市
町

村
の
区
域
に
」を「
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
り
建
築
主

事
又
は
建
築
副
主
事
を
置
く
市
町
村
の
区
域
に
」に
改

め
、
同
号
た
だ
し
書
中「
建
築
基
準
法
」を「
同
法
」に
改

ロ

二
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
の
登
録

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
五
千
円

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日

八



め
、「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
」及
び「
第
九
十
七
条

の
三
第
一
項
」の
下
に「
若
し
く
は
第
二
項
」を
、「
建
築

主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
六
項
中「
建
築
主
事
」の
下
に「
若
し
く

は
建
築
副
主
事
」を
加
え
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項

中「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え

る
。第

十
三
条
第
一
項
中「
建
築
主
事
」の
下
に「
若
し
く

は
建
築
副
主
事
」を
加
え
、
同
条
第
七
項
か
ら
第
九
項

ま
で
の
規
定
中「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主

事
」を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中

「
建
築
主
事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

（
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
四
年
法
律
第
六
十

九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
七
項
の
改
正
規
定

及
び
同
法
第
十
三
条
第
八
項
の
改
正
規
定
中「
建
築
主

事
」の
下
に「
又
は
建
築
副
主
事
」を
加
え
る
。

第
四
条
の
う
ち
、
建
築
基
準
法
第
六
条
の
三
第
一
項

た
だ
し
書
の
改
正
規
定
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事

等
」に
改
め
、「
確
認
検
査
員
」の
下
に「
若
し
く
は
副
確

認
検
査
員
」を
加
え
、
同
法
第
十
八
条
第
四
項
た
だ
し

書
の
改
正
規
定
中「
建
築
主
事
」を「
建
築
主
事
等
」に
改

め
る
。

理

由

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
を

総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
等
の
提
案
等

を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
義
務
付
け
を
緩
和

す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

第
二
類
第
八
号

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
十
三
号

令
和
五
年
六
月
二
日

令
和
五
年
八
月
二
十
三
日
作
成

衆
議
院
事
務
局

調
製

国
立
印
刷
局

九


